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再生可能エネルギーでの「地産地消」② 

－再エネを活用した地域での経済循環に向けて－ 

 

視 点 

 産業企業情報２７－４（2015 年６月 24 日）「再生可能エネルギーでの「地産地消」

① －再エネを活用した地域循環に向けて－」の後編にあたる本稿では、前編で太陽光

発電の事例を取り上げたため、小水力発電および風力発電による再エネでの「地産地

消」に前向きに取り組んでいる２つの事例（三重県多気郡多気町、輪島もんぜん市民風

車）を紹介する。 

 併せて本稿では、前編の事例と総合して、各事例から導き出される再エネの「地産地

消」のあり方を展望したい。 

 

要 旨 

 地方における再エネでの「地産地消」への期待では、前編で取り上げた岩手県北

上市と会津電力（株）の事例や（一社）創発的地域づくり・連携推進センターに

よる地方自治体向けアンケート結果のとおり、エネルギー安全保障の観点からの

エネルギーでの自立への期待の高さがうかがえる。また、地域内すべての電力生

産の再エネによる地産を実現した場合、産業連関表を使った分析で、道府県の生

産は４割近く増加するという推計もあり、再エネでの「地産地消」は、地方に大

きな生産波及効果を期待できる。 

 三重県多気町では、地元のキーパーソン（土地改良区 高橋事務局長）の十分な
理解と協働が小水力発電を推進するうえでの起動力の一つとなっており、（一

社）輪島もんぜん市民風車（石川県輪島市）でも、地元の有識者と協力して野鳥

に関する影響度調査を行ったり、地元住民への説明会等を通して低周波や騒音の

影響調査結果を公開していることから、再エネでの「地産地消」の推進では、特

に地元住民の理解・納得が鍵を握っているといえる。 

 再エネでの地産地消を推進していく上で、信用金庫を含めた地域金融機関には、
“一定のリスクはとる”という姿勢で、事例を増やしてノウハウを蓄積する意味

での“実績づくり”の一翼を担う覚悟が求められよう。また、単に金融面だけで

なく、地域社会の一員かつアドバイザーとして、再エネ事業を観光資源化するな

どといったアフターフォローを担っていくことも求められていくだろう。 
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１．はじめに                                 

本稿の前編の位置づけで、産業企業情報２７－４（2015 年６月 24 日）「再生可能エ

ネルギーでの「地産地消」① －再エネを活用した地域循環に向けて－」を発刊した。

前編では、地方自治体において、再エネでの「地産地消」に対する期待が高まるなか、

地方自治体が中核的な役割を担う事例（岩手県北上市）と地元民間企業が中核的な役割

を担い地方自治体に働きかけている事例（会津電力（株）（福島県喜多方市））の２つ

を紹介した。 

本稿では、住民参加の視点から、再エネでの「地産地消」に前向きに取り組んでいる

２つの事例を紹介したうえで、前編で紹介した事例と総合して、各事例から導き出され

る再エネでの「地産地消」のあり方を展望したい。 

 

２．再生可能エネルギー「地産地消」への挑戦 

（１）立
たち

梅
ばい

用水型小水力発電プロジェクト（三重県多気郡多気町） 

  ①経緯 

   三重県多気郡多気町の旧勢和村では、多気町勢和地域資源保全・活用協議会1（以

下、「協議会」という。）を組織し、地域資源の保全や活用など多面的機能維持の

活動2を行っている。この活動の一つとして、立
たち

梅
ばい

用水3の維持管理と多面的機能で

の活用がある。 

   立梅用水は、その維持管理を立梅用水土地改良区4（図表１）（以下、「土地改良

                         
1 構成団体は、参加団体 20（区長会、老人会、勢和保育園、勢和小学校、勢和中学校、CS推進協議会、青少年
育成町民の会、花あじさいいっぱい運動協議会、勢和図書館、勢和の語り部会、農業法人「まめや」、元丈の里
「ゆめ工房」、車川山里ファン倶楽部、地域活性化施設「元丈の館」、交流施設「ふれあいの館」、（株）地域資源
バンク NIU、農業法人組合丹生営農組合、元丈の里営農組合、水土里ネット丹生、水土里ネット立梅用水）、支
援団体４（農村女性アドバイザー、水土里サポート隊、JA 多気郡農協、多気町役場）、協力団体７（三重大学、東
京農業大学、シャープ三重工場、丸亀産業、西田鉄工所、ジオ、協和コンサルタンツ）である。 
2 2014 年６月に施行した「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき支給される多面的機
能支払交付金をもとに、農道の草刈りや水路の泥上げなどの基礎的な保全活動のほか、あじさいいっぱい運動
や休耕田を利用した景観づくり活動など地域資源向上活動、コミュニティスクールの推進、遊休農地の活用ある
いは小水力発電の活用など地域資源の活用に取り組んでいる。 
3 1823年に完成した。三重県のほぼ中央、松阪市飯南町から多気郡多気町にかけての全長28kmに及ぶ。2014
年９月、「登録記念物」（文化庁）、「かんがい施設遺産」（国際かんがい排水委員会）に登録された。 
4 前身は、1905 年に設立された立梅井堰普通水利組合であり、五ヶ谷村および丹生村で組織された。 
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区」という。）が担い、地域用水とし

て、①防災用水、②観光・地域活性化

用水、③地域教育・福祉用水、④生活

維持用水、⑤小水力発電用水、⑥農村

環境保全用水、⑦生態系保全用水、⑧

歴史的遺産保全用水、⑨農村協働力・

自治形成用水として、慣行水利権5の

利権内で多面的に利用されている。 

   このうち、「小水力発電用水」にお

いて、土地改良区は、1920 年から中

部電力（当時の三重共同電力（株））

と共同利用する小水力発電に取り組

んでいた。2011 年３月の東日本大震

災を受けて、土地改良区が立梅用水で

の小水力発電事業を改めて検討して

いるなか、以前から接触のあった東京

農業大学を通じて、（株）協和コンサ

ルタンツ6と接点を持つことになり、

2012 年１月から、同社に加え三重県、

協議会、九州工業大学、東京農業大学

などで「産学官民」での立梅用水型小

水力発電プロジェクトが新たに立ち上がった。なお、本プロジェクトが立ち上がる

前、土地改良区の高橋幸照事務局長は、（株）協和コンサルタントの左村公主任に

対して「物売りならいらない」と距離を置いていたが、左村主任の熱意と気迫に徐々

に共感し、現在、同社の左村主任は、土地改良区の小水力発電事業にとって不可欠

かつ信頼できるパートナーとなっている。 

 

  ②プロジェクトの概要 

   従来の小水力発電装置は、取水口、放水口、水圧管路、発電小屋などの土木施設

の施工が必要であるため、費用が割高になるとともに設置スペースを確保しなけれ

ばいけないなど、採算性や効率性が低い。そのため、2013 年度から、（株）協和コ

                         
5 慣行水利権とは､水の事実上の支配をもとに社会的に承認された権利のこと。主にかんがい用水の利用につ
いて､社会慣行として成立した水利秩序が権利化したものである。なお､慣行水利権については､許可水利権に
比べ､その権利内容が必ずしも明確ではなく､他の水利使用による影響の予測､ダム等の建設計画における既得
権の評価などを行う場合にも問題があるので､取水施設の改築､土地改良事業の実施等の機会に許可水利権に
切り換える(慣行水利権の法定化)などの取扱いがなされることがある。 
6 設立：1961 年８月、本社：東京都渋谷区、資本金：10 億円、社員数：194 名、主要事業：建設コンサルタント
（2015 年２月現在） 

（図表１）立梅用水土地改良区の概要 

事  業  内  容 立梅用水の維持管理

設　　　　　立 1905年
組　織　構　成

当組織の概要
組　　織　　名 立梅用水土地改良区
事　務　局　長 高橋　幸照
組 織 所 在 地 三重県多気郡多気町丹生

組合員数623名、総代31名、
理事12名、監事２名、用排水
調整委員６名、専従員２名、
事務局３名

 
（注 1）写真（左）が立梅用水土地改良区 高橋事務局長、

写真（右）が（株）協和コンサルタンツ 左村主

任 

（注 2）15 年４月末現在 

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 
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ンサルタンツや九

州工業大学などと

協力し、新型の小水

力発電装置の開発

に取り組んでいる。

発電機内の羽根の

回転速度を倍増で

きる相反転方式を

世界で初めて採用

し、従来は不可能で

あった 1.5ｍ以下の

落差でも発電がで

きるようになった。

また、堰板
せきいた

（土止め

用板）にひっかけて

水路に立てるだけ

であり、土木施設の

施工は不要である

（図表２）。 

   15 年６月に、小水

力発電機「彦電」の

１号機（図表３左）

を改良した２号機

（図表３右）を設置

し、インバーターＢ

ＯＸ（給電装置）に

つないで、６次産業

施設「ゆめ工房」（図

表４）に配電している7。「ゆめ工房」では、小水力発電で起こした電気を、施設内

の電化製品（図表５）のほか米粉パンづくりにも利用している。 

   このように小水力発電への利用ニーズを身近で具現化することで、どのような地

域活性の取組みで利用できるか、その可能性調査を行っている。 

   今後、蓄電池システムを導入し、「コミュニティグリッド（電力を利用する人々

（コミュニティ）を結ぶ（グリッド）」を推進していく方針である。 

                         
7 「ゆめ工房」のすぐ脇に水路があり小水力発電機の取り付けが容易であったことから、まずは試験的に「ゆめ
工房」での利用に取り組んだ。 

（図表２）立梅用水に設置した小水力発電機「彦電」 

 
（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所撮影 

 

（図表３）小水力発電機「彦電」の１号機（左）と２号機（右） 

 
（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所撮影 



©信金中央金庫 地域･中小企業研究所 

4 

産業企業情報  ２７－７     ２０１５.９.９ 

 

  ③将来展望 

   蓄電池システムを整備

後、地域観光用に電気自

動車を導入し、小水力発

電で起こした電気を電気

自動車の充電で利用でき

るようにしたい。また、

将来的に、自前の電線網

を整備し、「コミュニテ

ィグリッド」から「リー

ジョングリッド」へと発

展させ、小水力発電によ

る地産地消を実現したい

とのことである（図表６）。 

   また、こうした取組み

を将来に受け継いでいくため、特に立梅用水の「地域教育用水」としての活用に力

を入れている。地元の勢和保育園、勢和小学校、勢和中学校と連携したコミュニテ

ィスクール（ＣＳ）8を推進し、子どもたちにふるさとの水と土の大切さを教育して

いる。具体的には、勢和保育園児による「水土里」田んぼのコンサート、勢和小学

校低学年のさつまいも作り、勢和小学校高学年のこめ作り・水の道しらべ、立梅用

                         
8 文部科学省が 2004 年度に、地域と連携した学校づくりを促進するために導入した制度 

（図表４）「ゆめ工房」内の学習部屋           （図表５）「ゆめ工房」内の電化製品 

                                 での利用 

 
（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所撮影 

（図表６）立梅用水型小水力発電による地産地消マップ 

 
（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所撮影 
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水学習、小学生全員によるまめ作り、勢和中学校中学生によるあじさいまつりボラ

ンティアなどに取り組んでいる。 

   多気町勢和地域は、もともと協議会活動などを通じた“集落集合体”としての活

動が活発な地域であり、今後とも、将来を担う子どもたちを巻き込んで地元を護っ

ていく仕組みづくりを進めていくこととしている。 

 

（２）（一社）輪島もんぜん市民風車（石川県輪島市）（図表７） 

  ①経緯 

   2004 年９月に発足した「金沢

まちづくり市民研究機構9」での

環境部会において、05 年２月に

デンマーク視察を行い、風力発

電の取組みを学んだ。この視察

での学びをきっかけに、単なる

勉強会の枠組みを超えて実践に

持ち込むため、05 年 12 月、有志

によりＮＰＯ法人市民環境プロ

ジェクトを設立した。ここから、

金沢エリアでも風力発電に取り

組むことはできないか、立地場

所などの具体的な検討が始まっ

た。 

   市民環境プロジェクトでは、

金沢市や近郊の市町を調査した

ものの景観や土地の所有権など

の問題で適地がなかなか見つか

らなかった。こうしたなか、当

時、輪島市門前町で市民風車建

設のための調査活動を行ってい

た株式会社市民風力発電との接点が生まれたことを足がかりに、同社から、立地調

査から地元住民、地元自治体との交渉、風車の機種選定、建設工事に至るまでを支

援してもらい、市民風車建設に向けての第一歩を踏み出すことができた。 

   06 年に入り、輪島市門前町風力発電所の事業者として株式会社市民風力発電の設

                         
9 市民が主体となってまちづくりのための調査研究を行い、行政に政策提言するための市民ボランティア研究会
で、まちづくりやまち並み、文化と芸術、多文化共生、福祉、環境、交通、情報などの部会に分かれて活動してい
る。 

（図表７）輪島もんぜん市民風車（愛称のとりん）の概要 

1,980kW

運　転　開　始 2010年3月

概要
事　業　主　体 （一社）輪島もんぜん市民風車
所　  在 　 地 石川県輪島市

出　資　者　数 405名

風 車 製 造 元
定　格　出　力
総　事　業　費
出　資　総　額

ドイツ・REPower Systems社

約５億３千万円
２億9,950万円

 
（（注 1）写真は（一社）輪島もんぜん市民風車の創設メンバー

であり、その設立母体となるＮＰＯ法人市民環境プロジ

ェクトの永原伸一郎理事 

（注 2）15 年４月末現在 

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 
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立した会社が選定され、市民環境プロジェクトの運営する１基を含めた合計 11 基

を建設する計画が動き出した。これをきっかけに、07 年 10 月、、市民環境プロジ

ェクトの役員を中心とした８名で合計 300 万円を出資し、有限責任中間法人輪島も

んぜん市民風車を設立した(法人法の改正により、後に一般社団法人に変更)。 

   市民風車建設への道のりは平坦ではなく、例えば野鳥に関する環境影響評価では、

約１年をかけて、地元の有識者との間で交渉を重ねて当初計画の一部を見直しなが

ら合意に至るなど、環境保護には最善を尽くした。また、各地の風力発電施設を視

察するなど、風車による低周波や騒音の影響についても調査した。さらに、地元住

民に対して、市民風車にかかる説明会を積極的に開催し、その理解を求めてきた。

このような努力に加え、07 年、構造計算偽造問題（いわゆる姉歯事件）の発覚をき

っかけに建築基準法が改正されたことから、風車の建設計画が１年間延期になるな

どの困難も乗り越えてきた。 

   こうした努力を重ねたうえで、風力発電所の建設資金にかかるファンド募集を行

ったが、今度は 08 年のリーマンショックの影響を受けたことから一度に資金調達

をすることができず、二次募集をしたうえでようやく約３億円の市民出資10（405 名

からの出資）を集めることができた。また、建設費の残り約２億３千万円について

は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」

という。）からの補助金でまなかった。 

 

  ②事業の概要 

   輪島もんぜん市民風車の愛称である「のとりん」の“りん”には、輪島市の“輪”

と“凛”の意味があり、「能登の輪
．
島に建てられ、能登の人たちを見守りながら凛

．

として回り続ける」という願いを込めている。風力発電の取組みには、上述したよ

うな紆余曲折が今後もあると思われるが、取材させていただいた（一社）輪島もん

ぜん市民風車の創設メンバーであり、その設立母体であるＮＰＯ法人市民環境プロ

ジェクトの永原伸一郎理事からは、“自分たちの使うエネルギーを自分たちで創り

出し、将来にわたってエネルギーを大切にしながら、市民風車を地域づくりに役立

てたい”という強い意思が感じられた。 

   「のとりん」（図表８）はドイツ製で、高さ（地上から羽の回転中心まで）は約

69ｍ、羽の回転径は 82ｍ、定格出力は 1,980kW（1,400 世帯分相当）である。 

   2010 年３月から、「のとりん」の運転を開始し、同年５月からは北陸電力（株）

への売電を始めた。 

                         
10 出資者は、輪島もんぜん市民風車の設立メンバーの人脈を含め、地元外の一般市民が大半を占めている。 
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  ③事業の将来展望 

   市民風車は、市民の出資などによる参加で取り組まれている風力発電事業であり、

市民自らの参加を通して再エネへの意識啓発が図られるとともに、再エネへの社会

的関心が広がることで、その導入促進を期待するものである。したがって本来、出

資者の大半を地元・輪島市門前町住民であることが理想である。しかし実態は、県

外出資者が中心となっている。そのため、今後とも、地元住民とのコミュニケーシ

ョンを深め、市民風車のＰＲ活動に努めていきたいとのことであった。 

   また、永原理事が合同会社 金沢市民発電所の代表社員として取り組む太陽光発

電事業では、出資者への利益配当として、試みに地元の農産物を選択できるように

している11。エネルギーの地産地消に加えて食の地産地消も併せて進めたいという

永原理事の熱い想いが込められており、このスキームを市民風車にも応用していき

たいとしている。こうした地元農産物での利益配当スキームをはじめ、引き続き、

地域貢献に資する仕組みづくりの検討をしていきたいとのことである。 

 

３.再生可能エネルギー「地産地消」の展望 

 ＮＥＤＯによると、再エネを導入する意義として、「・・・再生可能エネルギーの導

入拡大は、エネルギー源の多様化によるエネルギー安全保障の強化や、低炭素社会の創

出に加え、新しいエネルギー関連の産業創出・雇用拡大の観点から重要であり、地域活

性化に寄与することも期待されている。」を挙げている12。これら意義は、国としての

                         
11 http://kanazawa-cps.com/参照 
12 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構編（2014 年２月）『NEDO 再生可能エネルギー技術白書 第２版』
（8 頁～11 頁） 

（図表８）市民風車「のとりん」 

 
（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 
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期待、メリットともいえる。地方にとって、本稿で取り上げる再エネでの地産地消の観

点から、特に「エネルギー安全保障の強化」と「新しいエネルギー関連の産業創出・雇

用拡大」への期待が大きいといえよう。例えば、（一社）創発的地域づくり・連携推進

センターによる地方自治体向けアンケート結果をみると、地方自治体にとっての再エネ

の地域貢献の意義として、地域自立型電源や地域防災対策が多く挙げられており（図表

９）、地方におけ

るエネルギーの

多様化、分散化と

してのエネルギ

ー安全保障への

期待の高さがう

かがえる。産業企

業情報２７－４

（2015 年６月 24

日）「再生可能エ

ネルギーでの「地

産地消」①」の事

例として取り上

げた岩手県北上

市は、東日本大震

災での痛い経験

を踏まえ、災害に

強く、自立的かつ持続可能なスマートコミュニティの構築（北上市あじさい型スマート

コミュニティ構想モデル事業）を目指しており、会津電力（株）（福島県喜多方市）で

も、東日本大震災での福島第一原発事故の苦い経験を踏まえ、地域還元を目的とした“公

共的株式会社”として、会津地域をはじめ福島県における再エネでのエネルギー自立に

向けて尽力している。また、城南信用金庫（東京都）が 14 年 10 月 22 日に開催した「地

域再生エネルギーシンポジウム」での城南総合研究所 楠達史特別顧問の発表によると、

地域内すべての電力生産の再エネによる地産を実現した場合、産業連関表を使った分析

で、道府県の生産は平均 39.3％増加すると推計している。すなわち、再エネでの地産地

消は、地方に大きな生産波及効果があることが示された。 

 一方、再エネでの地産地消の観点からの課題としては、産業企業情報２７－１（2015

年４月 16 日）「注目されるバイオマス利活用の真の事業化に向けて」で指摘したよう

に、わが国での再エネ事業は、欧州と比べるとまだ試行錯誤の段階であり、過去の実績

を踏まえたノウハウの蓄積が十分とはいえない。そのため、（一社）創発的地域づくり・

連携推進センターによる地方自治体向けアンケート結果に示されたとおり（図表 10）、

（図表９）地方自治体での地域の再エネ事業による地域貢献への期待 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

地域へのI/Uターン者の増加につながる

地域の農林漁業者の副収入になる

資金の地域内循環につながる

地域全体の発展につながる

地域の新たな産業となる

地域の事業者の新しいビジネスチャンスになる

地域の雇用を増やす

地域の防災対策になる

地域のエネルギーを地域で調達できる

（％）

（備考）（一社）創発的地域づくり・連携推進センター（14 年 12 月）「再生可能エネル
ギー導入の実態と自治体意向調査集計結果」をもとに信金中央金庫 地域・中小企
業研究所作成 
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事業性の見極めが困難であり、また地域金融機関にも十分なノウハウがないことから、

事業資金の調達も困難という状況が生じている。また、地方における再エネに関する情

報では、分かりやすさに加えて成功・失敗事例へのニーズが高いことがうかがえる（図

表 11）。したがって、再エネの推進においては、まず全国横断的な情報共有とわかりや

すい情報提供が求められているといえよう。さらに、再エネを巡っては、景観や騒音な

どのトラブルが少なくない（図表 12）。本稿の事例で取り上げた三重県多気町では、地

元のキーパーソン（土地改良区 高橋事務局長）の十分な理解と協働が小水力発電を推

進するうえでの起動力の一つとなっており、（一社）輪島もんぜん市民風車（石川県輪

島市）でも、地元の有識者と協力して野鳥に関する影響度調査を行ったり、地元住民へ

の説明会等を通して低周波や騒音の影響調査結果を公開していることから、再エネの推

進では、地元住民の理解・納得が鍵を握っているといえる。今後、再エネ事業の計画実

施前の事前調査の段階13から、地元住民に対して、十分な情報を持っていない前提での

オープンかつ丁寧な事前説明をし、地元住民からの質問や意見に対してフィードバック

を行うなど、地域との円滑なコミュニケーションを図ることがますます重要となろう。

これにより、地元住民の再エネ推進への不安を払拭できれば、住民参加の気運が高まり、

現時点では少ない地元住民による市民出資も増えていくのではなかろうか。 

                         
13 2013 年４月、改正環境影響評価法が施行され、計画実施前の計画段階での「配慮書」手続きと計画実施後の
「報告書」手続きの２つの手続きが追加された。 

（図表 10）地方自治体における再エネ推進上で直面している課題 

0 10 20 30 40 50

設備利用率が上がらない

系統接続容量を独占されて使えない

燃料調達が不安定で困難である

事前調査の費用がかかりすぎる

法的なチェックが行きわたらない

現在ある再エネ施設・設備に関するトラブル、苦情がある

計画中の再エネ施設・設備に関するトラブル、苦情がある

地域の利害調整が難しい

初期費用が高く事業性がない

事業資金の調達が難しい

再エネ導入に詳しい人材がいない

事業性の見極めが困難である

（％）

 
（備考）図表９に同じ 
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（図表 11）地方自治体が具体的に受けたい情報提供サービス 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

セカンドオピニオン提供

視察先紹介（国内・海外）

再エネにかかわる地域中小企業支援事業の情報提供

よくある問題に対する新しいソリューションの提供

信頼性のある技術情報の提供

他の自治体、海外などの成功事例提供

他の自治体、海外などの失敗事例提供

再エネ導入シナリオ構築・計算・評価支援システム

再エネに関するわかりやすい情報提供

（％）

 
（備考）図表９に同じ 

 

（図表 12）現在ある再エネ施設・設備に関するトラブル、苦情 

0 10 20 30 40 50

その他

水利権

温泉権

電磁波

悪臭

土地権利関係

自然保護

低周波

不安

騒音

景観

（％）

 
（注）「その他」の回答には、「太陽光発電の照り返し」、「敷地の雑草」、「土砂流出の問題」、

「周辺住民への配慮不足」などが含まれる。 

（備考）図表９に同じ 
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４．おわりに 

 産業企業情報２７－４（2015 年６月 24 日）「再生可能エネルギーでの「地産地消」

①」で指摘したとおり、地域金融機関における再エネ推進に向けた取組み姿勢は必ずし

も前向きではない。また一般的に、地域金融機関での融資姿勢は、プロジェクトファイ

ナンスではなくコーポレートファイナンス14となっているため、再エネ事業者が十分な

与信枠を確保できないことが懸念される。図表 10 でも、地方自治体が再エネ推進上で

直面している課題の一つに「事業資金の調達が難しい」が挙げられている。 

 こうしたなか、再エネでの地産地消を推進していく上で、信用金庫を含めた地域金融

機関には、“一定のリスクは許容する”という姿勢で15、事例を増やしてノウハウを蓄

積する意味での“実績づくり”の一翼を担う覚悟が求められよう。また、単に金融面だ

けでなく、地域社会の一員かつアドバイザーとして、再エネ事業を観光資源化するなど

といったアフターフォローを担っていくことも求められていくだろう。 

                              以 上（藁品 和寿） 

（参考文献） 

・城南信用金庫、（一社）えねべん（2014 年 10 月 22 日）「地域再生エネルギーシンポジウム

報告書」 

・（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構編（2014 年２月）『ＮＥＤＯ 再生可能エネル

ギー技術白書 第２版』 

・（一社）創発的地域づくり・連携推進センター（2014 年 12 月）「再生可能エネルギー導入

の実態と自治体意向調査集計結果」 

・信金中金月報 2015 年８月号「再生可能エネルギーでの「地産地消」① －再エネを活用した

地域循環に向けて－」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
14 融資先の信用力、担保価値に依存し、事業リスクを全面的に融資先が負うフルリコースファイナンスのこと。一
方、プロジェクトファイナンスは、融資の返済原資が事業（プロジェクト）からのキャッシュフローに限られるノンリコ
ースファイナンスである。 
15 環境省から、金融機関向けに再エネの事業性評価にかかる基礎情報等をまとめた「地域における再生可能エ
ネルギー事業の事業性評価等に関する手引き（金融機関向け）」（http://www.env.go.jp/policy/kinyu/manual/）
が公表されている。 

 本レポートのうち、意見にわたる部分は、執筆者個人の見解です。また当研究所が信頼できると考える情報

源から得た各種データなどに基づいてこのレポートは作成されておりますが、その情報の正確性および完全性

について当研究所が保証するものではありません。 
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信金中央金庫地域・中小企業研究所 活動状況 

（2015 年８月末現在） 
 

○レポート等の発行状況（2015 年８月実績） 
発行日 分     類 通巻 タ  イ  ト  ル 

15.8.3 内外金利・為替見通し 27-5 
足元の景気は足踏み状態にあり、コア消費者物価は前

年比横ばい圏内 

15.8.6 金融調査情報 27-11 母店・サテライト店制度について 

15.8.6 金融調査情報 27-12 店外ＣＤ・ＡＴＭのスクラップ＆ビルドについて 

15.8.11 産業企業情報 27-6 

信用金庫の視点でひも解く 2015 年版中小企業白書・小

規模企業白書 

－中小企業・小規模事業者の経営活性化の方策－ 

15.8.12 内外経済・金融動向 27-3 
中小企業の景況と財務状況の現状と課題 

－アベノミクスが中小企業に及ぼした影響－ 

15.8.19 経済見通し 27-2 

実質成長率は 15 年度 1.2％、16 年度 2.1％と予測 

－設備投資をけん引役に景気は回復基調を維持する見

通し－ 

15.8.20 ニュース＆トピックス 27-11
中国の株式・為替市場の動向 

－当面、市場は落着きを取り戻す公算－ 

15.8.21 ニュース＆トピックス 27-12
急増する訪日外国人旅行者と信用金庫の対応 

－インバウンド消費取込みによる販路開拓支援－ 

 

○講演等の実施状況（2015 年８月実績） 

実施日 講 演 タ  イ  ト  ル 主     催 講演者等 

15.8.19 顧客支援、女性職員の活躍等にかかる先進金庫

の事例研究 

城南信用金庫 大塚琴美 

15.8.21 環境変化に挑む！中小企業の経営事例 千葉信用金庫幕張支店 鉢嶺 実 

15.8.21 地方創生のうち中心市街地活性化施策等にか

かる意見交換 

栃木信用金庫 松崎祐介 

15.8.26 環境変化に挑む！中小企業の経営事例 上越信用金庫 鉢嶺 実 

15.8.29 地方創生、地域資源を活用した創業を考える

（パネルディスカッション） 

しののめ信用金庫 鉢嶺実(パ

ネリスト)

 
＜信金中央金庫 地域・中小企業研究所 お問い合わせ先＞ 

〒103-0028 東京都中央区八重洲１丁目３番７号 

TEL 03-5202-7671（ダイヤルイン）       FAX 03-3278-7048 

e-mail：s1000790@FaceToFace.ne.jp 

URL http://www.shinkin-central-bank.jp/（信金中央金庫） 

http://www.scbri.jp/（地域・中小企業研究所） 

 


